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(57)【要約】
【課題】低背化した状態であっても、互いに接続される
２つのコネクタの遮蔽構造を接触させることが可能なコ
ネクタを提供する。
【解決手段】本発明に係るコネクタ１０は、対向する一
対の外周壁３２と、一対の外周壁３２の間に形成される
嵌合凸部３３と、を有する第１インシュレータ３０、及
び第１インシュレータ３０に保持された第１遮蔽部材６
０、を具備する第１コネクタ２０と、嵌合凸部３３に嵌
合する嵌合凹部８３を有する第２インシュレータ８０、
及び第２インシュレータ８０に保持された第２遮蔽部材
１１０、を具備する第２コネクタ７０と、を備え、第１
コネクタ２０と第２コネクタ７０との嵌合時に、第１遮
蔽部材６０と第２遮蔽部材１１０とが嵌合する。
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する一対の外周壁と、当該一対の外周壁の間に形成される嵌合凸部と、を有する第
１インシュレータ、及び
　前記第１インシュレータに保持された第１遮蔽部材、
　を具備する第１コネクタと、
　前記嵌合凸部に嵌合する嵌合凹部を有する第２インシュレータ、及び
　前記第２インシュレータに保持された第２遮蔽部材、
　を具備する第２コネクタと、
　を備え、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１遮蔽部材と前記第２遮蔽
部材とが嵌合する、
　コネクタ。
【請求項２】
　前記第２遮蔽部材は、略Ｕ字状に屈曲する屈曲部を有し、
　前記第１遮蔽部材は、前記第２遮蔽部材との嵌合時に、前記屈曲部を受け入れる弾性変
形部を有する、
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記第１遮蔽部材は、外面により構成される第１外周側遮蔽部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、外面により構成される第２外周側遮蔽部を有し、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１外周側遮蔽部と前記第２
外周側遮蔽部との間に、空隙が形成される、
　請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記第１遮蔽部材は、内側端部に第１係合部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、前記内側端部に対応する位置に第２係合部を有し、
　前記第１係合部と前記第２係合部とは、前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合
時に係合する、
　請求項２又は３に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部の先端から、第１インシュレータの内側に向かっ
て傾斜するように突設される誘い込み部を有する、
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部を貫通し、各々が所定間隔で離間する複数の貫通
孔を有する、
　請求項２乃至５のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記第１遮蔽部材は、前記第１外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第１実装部を有する、
　請求項３に記載のコネクタ。
【請求項８】
　前記第１実装部は、前記第１外周側遮蔽部の前記端部から略Ｌ字状に内側に延出する、
　請求項７に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記第２遮蔽部材は、前記第２外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第２実装部を有する、
　請求項３に記載のコネクタ。
【請求項１０】
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　前記第２実装部は、前記第２外周側遮蔽部の前記端部から嵌合方向に直線状に延出する
、
　請求項９に記載のコネクタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器では情報量の増加又は通信速度の高速化が著しく進んでおり、機器内の
ノイズ対策が重要な課題となっている。一方で、近年の電子機器は小型化が進んでおり、
電子機器内に実装されるコネクタ自体にも小型化が要求される。そこで、低背化したコネ
クタにおいても、互いに接続される２つのコネクタがそれぞれ有するシールド構造を確実
に接触させ、十分なノイズ遮蔽効果を得ることが必要となる。
【０００３】
　特許文献１に記載の回路基板用電気コネクタでは、ノイズに対する遮蔽効果を得るため
に、２つのシールド部材が、ハウジングの外周面のほぼ全域を覆っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１４６８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の回路基板用電気コネクタは、低背化した状態で、互
いに接続される２つのコネクタのシールド構造を接触させる点については考慮していなか
った。
【０００６】
　かかる観点に鑑みてなされた本発明の目的は、低背化した状態であっても、互いに接続
される２つのコネクタの遮蔽構造を接触させることが可能なコネクタを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、第１の観点に係るコネクタは、
　対向する一対の外周壁と、当該一対の外周壁の間に形成される嵌合凸部と、を有する第
１インシュレータ、及び
　前記第１インシュレータに保持された第１遮蔽部材、
　を具備する第１コネクタと、
　前記嵌合凸部に嵌合する嵌合凹部を有する第２インシュレータ、及び
　前記第２インシュレータに保持された第２遮蔽部材、
　を具備する第２コネクタと、
　を備え、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１遮蔽部材と前記第２遮蔽
部材とが嵌合する。
【０００８】
　また、第２の観点に係るコネクタでは、
　前記第２遮蔽部材は、略Ｕ字状に屈曲する屈曲部を有し、
　前記第１遮蔽部材は、前記第２遮蔽部材との嵌合時に、前記屈曲部を受け入れる弾性変
形部を有する。
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【０００９】
　また、第３の観点に係るコネクタでは、
　前記第１遮蔽部材は、外面により構成される第１外周側遮蔽部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、外面により構成される第２外周側遮蔽部を有し、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１外周側遮蔽部と前記第２
外周側遮蔽部との間に、空隙が形成される。
【００１０】
　また、第４の観点に係るコネクタでは、
　前記第１遮蔽部材は、内側端部に第１係合部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、前記内側端部に対応する位置に第２係合部を有し、
　前記第１係合部と前記第２係合部とは、前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合
時に係合する。
【００１１】
　また、第５の観点に係るコネクタでは、
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部の先端から、第１インシュレータの内側に向かっ
て傾斜するように突設される誘い込み部を有する。
【００１２】
　また、第６の観点に係るコネクタでは、
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部を貫通し、各々が所定間隔で離間する複数の貫通
孔を有する。
【００１３】
　また、第７の観点に係るコネクタでは、
　前記第１遮蔽部材は、前記第１外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第１実装部を有する。
【００１４】
　また、第８の観点に係るコネクタでは、
　前記第１実装部は、前記第１外周側遮蔽部の前記端部から略Ｌ字状に内側に延出する。
【００１５】
　また、第９の観点に係るコネクタでは、
　前記第２遮蔽部材は、前記第２外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第２実装部を有する。
【００１６】
　また、第１０の観点に係るコネクタでは、
　前記第２実装部は、前記第２外周側遮蔽部の前記端部から嵌合方向に直線状に延出する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、低背化した状態であっても、互いに接続される２つのコネクタの遮蔽
構造を接触させることが可能なコネクタを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態のコネクタを、リセプタクルコネクタとプラグコネクタとが分離した
状態で上面視により示した斜視図である。
【図２】リセプタクルコネクタ単体を上面視により示した斜視図である。
【図３】リセプタクルコネクタ単体の上面図である。
【図４】リセプタクルコネクタの上面視による分解斜視図である。
【図５】リセプタクルインシュレータ単体を上面視により示した斜視図である。
【図６】図５のVI部の拡大図である。
【図７】図５のVII－VII矢線に沿う断面図である。
【図８】図５のVIII－VIII矢線に沿う断面図である。
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【図９】リセプタクルコンタクト単体を上面視により示した斜視図である。
【図１０】図２のX－X矢線に沿う断面図である。
【図１１】リセプタクル電源コンタクト単体を上面視により示した斜視図である。
【図１２】図２のXII－XII矢線に沿う断面図である。
【図１３】一対のリセプタクル遮蔽部材を上面視により示した斜視図である。
【図１４】プラグコネクタ単体を上面視により示した斜視図である。
【図１５】プラグコネクタ単体の上面図である。
【図１６】プラグ成形品のうちプラグインシュレータのみを上面視により示した斜視図で
ある。
【図１７】プラグコンタクト単体を上面視により示した斜視図である。
【図１８】図１５のXVIII－XVIII矢線に沿う断面図である。
【図１９】プラグ電源コンタクト単体を上面視により示した斜視図である。
【図２０】図１５のXX－XX矢線に沿う断面図である。
【図２１】一対のプラグ遮蔽部材を上面視により示した斜視図である。
【図２２】図１のコネクタを、リセプタクルコネクタとプラグコネクタとが嵌合した状態
で上面視により示した斜視図である。
【図２３】リセプタクルコネクタとプラグコネクタとの嵌合時の様子を、図２２のXXIII
－XXIII矢線に沿って示した断面図である。
【図２４】リセプタクルコネクタとプラグコネクタとの嵌合時の様子を、図２２のXXIV－
XXIV矢線に沿って示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の一実施形態について説明する。なお、以下の説
明中の前後、左右、及び上下の方向は、図中の矢印の方向を基準としている。また、以下
の説明では、第１コネクタは、リセプタクルコネクタ２０であり、第２コネクタは、プラ
グコネクタ７０であるものとして説明する。しかしながら、これに限定されず、第１コネ
クタがプラグの役割を果たし、第２コネクタがリセプタクルの役割を果たしてもよい。
【００２０】
　また、以下の説明では、リセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０は、回路基
板ＣＢ１及びＣＢ２に対して、それぞれ垂直方向に嵌合されるものとして説明する。すな
わち、リセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０は、上下方向に沿って嵌合する
。しかしながら、これに限定されず、リセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０
が、回路基板ＣＢ１及びＣＢ２に対して、それぞれ平行方向に嵌合されてもよいし、一方
が垂直方向、他方が平行方向による組み合わせで嵌合されてもよい。さらに、リセプタク
ルコネクタ２０又はプラグコネクタ７０は、リジッド基板以外の回路基板、例えば、フレ
キシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）に接続されてもよい。
【００２１】
　図１は、本実施形態のコネクタ１０を、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７
０とが分離した状態で上面視により示した斜視図である。
【００２２】
　本実施形態のコネクタ１０は、大きな構成要素として、リセプタクルコネクタ２０（第
１コネクタ）と、プラグコネクタ７０（第２コネクタ）と、を具備している。
【００２３】
　図２は、リセプタクルコネクタ２０単体を上面視により示した斜視図である。図３は、
リセプタクルコネクタ２０単体の上面図である。図４は、リセプタクルコネクタ２０の上
面視による分解斜視図である。図５は、リセプタクルインシュレータ３０単体を上面視に
より示した斜視図である。図６は、図５のVI部の拡大図である。図７は、図５のVII－VII
矢線に沿う断面図である。図８は、図５のVIII－VIII矢線に沿う断面図である。図９は、
リセプタクルコンタクト４０単体を上面視により示した斜視図である。図１０は、図２の
X－X矢線に沿う断面図である。図１１は、リセプタクル電源コンタクト５０単体を上面視
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により示した斜視図である。図１２は、図２のXII－XII矢線に沿う断面図である。図１３
は、一対のリセプタクル遮蔽部材６０を上面視により示した斜視図である。
【００２４】
　初めに、リセプタクルコネクタ２０の詳しい構造について主に図２～図１３を参照しな
がら説明する。
【００２５】
　図４に示すとおり、リセプタクルコネクタ２０は、大きな構成要素としてリセプタクル
インシュレータ３０（第１インシュレータ）と、複数のリセプタクルコンタクト４０（コ
ンタクト）と、４個のリセプタクル電源コンタクト５０と、一対のリセプタクル遮蔽部材
６０（第１遮蔽部材）と、を具備している。
【００２６】
　リセプタクルインシュレータ３０は、絶縁性かつ耐熱性の合成樹脂料を射出成形した、
左右方向に延びる部材である（図５参照）。リセプタクルインシュレータ３０は、下部を
構成する底板部３１と、底板部３１の上面の前後側周縁部から上方に突出し、互いに対向
する一対の外周壁３２と、底板部３１の上面から上方に突出し、一対の外周壁３２の間に
形成される嵌合凸部３３と、を具備している。外周壁３２から内側に離間する嵌合凸部３
３は、左右方向に直線的に延びている。外周壁３２と嵌合凸部３３との間に形成された空
間は、一対の嵌合凹部３４を構成している。
【００２７】
　外周壁３２の前壁３２ａの上面及び後面と、底板部３１の底面（上面）と、嵌合凸部３
３の前面及び上面とに跨る部分には、複数のリセプタクルコンタクト４０を取り付けるた
めの複数のコンタクト取付溝３５が、左右方向に並んで凹設される（図６参照）。同様に
、外周壁３２の後壁３２ｂの上面及び前面と、底板部３１の底面（上面）と、嵌合凸部３
３の後面及び上面とに跨る部分には、複数のリセプタクルコンタクト４０を取り付けるた
めの複数のコンタクト取付溝３５が、左右方向に並んで凹設される。コンタクト取付溝３
５は、リセプタクルインシュレータ３０を上下方向に貫通するようにそれぞれ形成される
。コンタクト取付溝３５の数は、リセプタクルコンタクト４０の数と同一である。コンタ
クト取付溝３５は、嵌合凸部３３の前面及び後面にそれぞれ形成され、嵌合凸部３３の内
側により深く凹設された変形許容溝３５ａを具備する（図７参照）。コンタクト取付溝３
５は、前壁３２ａ及び後壁３２ｂの後面及び前面にそれぞれ形成された溝部分の左右両側
面に突設され、上下方向に延在する、コンタクト係合突起３５ｂを具備する。
【００２８】
　前壁３２ａの左右両端部の上面及び後面と、底板部３１の底面（上面）と、嵌合凸部３
３の左右両端部の前面及び上面とに跨る部分には、リセプタクル電源コンタクト５０を取
り付けるための電源コンタクト取付溝３６が、凹設される（図６参照）。同様に、後壁３
２ｂの左右両端部の上面及び前面と、底板部３１の底面（上面）と、嵌合凸部３３の左右
両端部の後面及び上面とに跨る部分には、リセプタクル電源コンタクト５０を取り付ける
ための電源コンタクト取付溝３６が、凹設される。電源コンタクト取付溝３６は、リセプ
タクルインシュレータ３０を上下方向に貫通するようにそれぞれ形成される。電源コンタ
クト取付溝３６の数は、リセプタクル電源コンタクト５０の数と同一である。電源コンタ
クト取付溝３６は、嵌合凸部３３の前面及び後面にそれぞれ形成され、嵌合凸部３３の内
側により深く凹設された変形許容溝３６ａを具備する（図８参照）。電源コンタクト取付
溝３６は、前壁３２ａ及び後壁３２ｂの後面及び前面にそれぞれ形成された溝部分の左右
両側面に突設され、上下方向に延在する、電源コンタクト係合突起３６ｂを具備する。
【００２９】
　リセプタクルインシュレータ３０の左右両縁部には、一対のリセプタクル遮蔽部材６０
を支持するための一対の支持部３７が形成される（図５参照）。一対の支持部３７は、リ
セプタクルインシュレータ３０の左右両縁部同士で点対称な配置となっている。一対の支
持部３７は、各縁部において、一方の前後方向の長さが他方の前後方向の長さに比べて短
くなるように形成される。また、一対の支持部３７全体の前後幅は、各縁部において、前
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壁３２ａの外面と後壁３２ｂの外面との間の前後幅よりも大きい。
【００３０】
　各リセプタクルコンタクト４０は、ばね弾性を備えた銅合金（例えば、リン青銅、ベリ
リウム銅、若しくはチタン銅）又はコルソン系銅合金の薄板を順送金型（スタンピング）
を用いて図示形状に成形加工したものである（図９参照）。各リセプタクルコンタクト４
０の表面には、ニッケルメッキで下地を形成した後に、金又は錫などによるメッキが施さ
れている。
【００３１】
　リセプタクルコンタクト４０は、略Ｌ字状に外側に延出する実装部４１を具備する。リ
セプタクルコンタクト４０は、実装部４１の内側端部の上方に連続する部分と、当該部分
と前後方向に離間しかつ対向する部分と、から構成される一対の係止部４２を具備する。
さらに、リセプタクルコンタクト４０は、一対の係止部４２を接続する湾曲部４３と、内
側に形成された係止部４２に連続する略Ｓ字状の弾性接触片４４と、弾性接触片４４の先
端部に外側に向いて形成される接触部４５（第１接触部）と、を具備する。
【００３２】
　湾曲部４３は、接触部４５のうち湾曲部４３側に最も突出している部分よりも低い位置
に形成される。また、弾性接触片４４は、湾曲部４３よりも幅広である。さらに、弾性接
触片４４の先端は、接触部４５のうち湾曲部４３側に最も突出している部分と同程度の高
さ位置に形成される。
【００３３】
　各リセプタクルコンタクト４０は、リセプタクルインシュレータ３０の下方から圧入さ
れ、一対の係止部４２とコンタクト係合突起３５ｂとが係合しながらコンタクト取付溝３
５の左右内壁面に係止する。これにより、各リセプタクルコンタクト４０は、各コンタク
ト取付溝３５に対して保持される（図４、図１０参照）。リセプタクルコンタクト４０が
リセプタクルインシュレータ３０（コンタクト取付溝３５）に保持されると、弾性接触片
４４が変形許容溝３５ａの内面から離間する。従って、弾性接触片４４は、変形許容溝３
５ａ内において前後方向に弾性変形可能である（図１０参照）。さらに、各リセプタクル
コンタクト４０の実装部４１は、外周壁３２の外周側に位置する。すなわち、各リセプタ
クルコンタクト４０の実装部４１の先端は、外周壁３２よりも外側に位置する。
【００３４】
　リセプタクル電源コンタクト５０は、略Ｌ字状に外側に延出する実装部５１を具備する
（図１１参照）。リセプタクル電源コンタクト５０は、実装部５１の内側端部の上方に連
続する部分と、当該部分と前後方向に離間しかつ対向する部分と、から構成される一対の
係止部５２を具備する。さらに、リセプタクル電源コンタクト５０は、一対の係止部５２
を接続する湾曲部５３と、内側に形成された係止部５２に連続する略Ｓ字状の弾性接触片
５４と、弾性接触片５４の先端部に外側に向いて形成される接触部５５と、内側に形成さ
れた係止部５２の上部に位置する突起５６と、を具備する。
【００３５】
　各リセプタクル電源コンタクト５０は、リセプタクルインシュレータ３０の下方から圧
入され、一対の係止部５２と電源コンタクト係合突起３６ｂとが係合しながら電源コンタ
クト取付溝３６の左右内壁面に係止する。これにより、各リセプタクル電源コンタクト５
０は、各電源コンタクト取付溝３６に対して保持される（図４、図１２参照）。リセプタ
クル電源コンタクト５０がリセプタクルインシュレータ３０（電源コンタクト取付溝３６
）に保持されると、弾性接触片５４が変形許容溝３６ａの内面から離間する。従って、弾
性接触片５４は、変形許容溝３６ａ内において前後方向に弾性変形可能である（図１２参
照）。さらに、各リセプタクル電源コンタクト５０の実装部５１は、外周壁３２の外周側
に位置する。すなわち、各リセプタクル電源コンタクト５０の実装部５１の先端は、外周
壁３２よりも外側に位置する。
【００３６】
　前後一対のリセプタクル遮蔽部材６０は、互いに同一形状の同一部品である（図３、図
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１３参照）。各リセプタクル遮蔽部材６０は、金属板（導電性材料）をプレス成形したも
のである。各リセプタクル遮蔽部材６０は、その外面により構成され、左右方向に延びる
平板状の外周側遮蔽部６１（第１外周側遮蔽部）を具備している。リセプタクル遮蔽部材
６０は、外周側遮蔽部６１の下縁部からリセプタクルインシュレータ３０側（内側）に向
かって形成される弾性変形部６２を具備している。弾性変形部６２は、外周側遮蔽部６１
の下縁部から内側に向かって所定の幅だけ水平に延出し、水平に延出している部分の端縁
部において外側に向かって上方向に屈曲する（図１２参照）。外周側遮蔽部６１と弾性変
形部６２とによって囲まれる空間は、上方に開口する。リセプタクル遮蔽部材６０は、弾
性変形部６２を上下方向に貫通し、各々が所定間隔で離間する複数の貫通孔６３と、弾性
変形部６２の先端から、リセプタクルインシュレータ３０の内側に向かって傾斜するよう
に突設される誘い込み部６４と、をさらに具備する。
【００３７】
　また、リセプタクル遮蔽部材６０は、外周側遮蔽部６１の下端部に形成され、各々が所
定間隔で離間する複数の実装部６５（第１実装部）を具備する。実装部６５は、外周側遮
蔽部６１の下端部から略Ｌ字状に内側に向かって延出する。実装部６５の左右方向の位置
は、対応する貫通孔６３の左右方向の位置と一致する。すなわち、実装部６５の先端は、
貫通孔６３の直下に配置される（図３参照）。
【００３８】
　リセプタクル遮蔽部材６０は、内側の左右両端部に突設される係合部６６（第１係合部
）を具備する（図１３参照）。係合部６６は、外周側遮蔽部６１の内側の左右両端部にお
いて、爪状に一対突設される。リセプタクル遮蔽部材６０は、外周側遮蔽部６１の左右両
端部からリセプタクルインシュレータ３０側に向かって延在する一対の短手部６７を有す
る。対向する短手部６７の前後方向における長さは、非対称である。より具体的には、対
向する短手部６７のうち、一方の短手部６７の前後方向の長さは、他方の短手部６７の前
後方向の長さに比べて短い。対向する短手部６７のうち、前後方向の長さがより長い短手
部６７の前後幅は、リセプタクルコネクタ２０全体の前後幅の半分よりも大きい。一対の
短手部６７には、それぞれ取付部６８が形成される。取付部６８は、断面視において略コ
字状である。すなわち、取付部６８は、左右両側面と上面との３面により構成される。一
対の取付部６８のうち、一方の取付部６８の前後方向の長さは、他方の取付部６８の前後
方向の長さに比べて短い。また、取付部６８の上縁部は、Ｒ形状となっている。
【００３９】
　各リセプタクル遮蔽部材６０は、一対の取付部６８と支持部３７とが上方より係止する
ことにより、リセプタクルインシュレータ３０に対して保持される（図４、図１０、図１
２参照）。リセプタクル遮蔽部材６０がリセプタクルインシュレータ３０に保持されると
、リセプタクル遮蔽部材６０の一部は、リセプタクルインシュレータ３０と離間する。よ
り具体的には、外周壁３２と、弾性変形部６２及び誘い込み部６４とが、前後方向に離間
する。すなわち、外周壁３２と、弾性変形部６２及び誘い込み部６４との間には、左右方
向にわたる空隙Ｓ１が形成される。この時、リセプタクルコンタクト４０の実装部４１の
先端及びリセプタクル電源コンタクト５０の実装部５１の先端は、空隙Ｓ１において、上
下方向（第１コネクタと第２コネクタとの嵌合方向）からそれぞれ視認可能である（図３
参照）。また、リセプタクル遮蔽部材６０の実装部６５の先端は、貫通孔６３において、
上下方向（第１コネクタと第２コネクタとの嵌合方向）から視認可能である。
【００４０】
　また、リセプタクル遮蔽部材６０がリセプタクルインシュレータ３０に保持されると、
リセプタクル遮蔽部材６０の外周側遮蔽部６１の上縁部は、リセプタクルインシュレータ
３０の外周壁３２及び嵌合凸部３３の上面よりもわずかに上方に位置する（図１０、図１
２参照）。
【００４１】
　さらに、リセプタクル遮蔽部材６０の遮蔽構造は、前後左右方向に沿った二重構造であ
る。より具体的には、その遮蔽構造は、平板状の外周側遮蔽部６１と弾性変形部６２及び
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誘い込み部６４との左右方向に沿った二重構造を含む。同様に、その遮蔽構造は、取付部
６８の左右両側面による前後方向に沿った二重構造を含む。
【００４２】
　以上構造のリセプタクルコネクタ２０では、回路基板ＣＢ１（リジッド基板。第１回路
基板。図１０、図１２参照）の実装面に形成された回路パターンに対して、各リセプタク
ルコンタクト４０の実装部４１をはんだ付けする。また、当該実装面に形成された電源パ
ターンに対して、各リセプタクル電源コンタクト５０の実装部５１をはんだ付けする。さ
らに、当該実装面に形成された接地パターンに対して、リセプタクル遮蔽部材６０の各実
装部６５をはんだ付けする。以上により、リセプタクルコネクタ２０は、回路基板ＣＢ１
に対して実装される。回路基板ＣＢ１の実装面には、リセプタクルコネクタ２０とは別の
電子部品（例えば、ＣＰＵ、コントローラ、又はメモリ等）が実装される。
【００４３】
　続いて、プラグコネクタ７０の詳しい構造について主に図１４～図２１を参照しながら
説明する。
【００４４】
　図１４は、プラグコネクタ７０単体を上面視により示した斜視図である。図１５は、プ
ラグコネクタ７０単体の上面図である。図１６は、プラグ成形品７５のうちプラグインシ
ュレータ８０のみを上面視により示した斜視図である。図１７は、プラグコンタクト９０
単体を上面視により示した斜視図である。図１８は、図１５のXVIII－XVIII矢線に沿う断
面図である。図１９は、プラグ電源コンタクト１００単体を上面視により示した斜視図で
ある。図２０は、図１５のXX－XX矢線に沿う断面図である。図２１は、一対のプラグ遮蔽
部材１１０を上面視により示した斜視図である。
【００４５】
　プラグコネクタ７０は、大きな構成要素としてプラグ成形品７５と、４個のプラグ電源
コンタクト１００と、一対のプラグ遮蔽部材１１０（第２遮蔽部材）と、を具備している
。プラグ成形品７５は、プラグインシュレータ８０（第２インシュレータ）と、複数のプ
ラグコンタクト９０（コンタクト）とから構成される。
【００４６】
　プラグ成形品７５は、絶縁性かつ耐熱性の合成樹脂料を、複数のプラグコンタクト９０
とともにインサート成形した、左右方向に延びる板状部材である。プラグ成形品７５を構
成するプラグインシュレータ８０は、下部を構成する底板部８１と、底板部８１の上面の
周縁部全体から上方に突出する環状壁８２と、を具備している（図１６参照）。底板部８
１と環状壁８２とによって形成された空間は嵌合凹部８３を構成している。
【００４７】
　環状壁８２の前壁８２ａ及び後壁８２ｂには、前後両面及び上面に跨る断面略Ｕ字状の
複数のコンタクト保持溝８４が、左右方向に並んで凹設される。複数のコンタクト保持溝
８４には、複数のプラグコンタクト９０がそれぞれ保持される。複数のコンタクト保持溝
８４の数は、プラグコンタクト９０の数と同一である。
【００４８】
　前壁８２ａの左右両端部には、前後両面及び上面に跨る断面略Ｕ字状の電源コンタクト
取付溝８５が、凹設される。同様に、後壁３２ｂの左右両端部には、前後両面及び上面に
跨る断面略Ｕ字状の電源コンタクト取付溝８５が、凹設される。電源コンタクト取付溝８
５には、プラグ電源コンタクト１００が取り付けられる。電源コンタクト取付溝８５の数
は、プラグ電源コンタクト１００の数と同一である。
【００４９】
　プラグインシュレータ８０の左右両縁部には、２つのプラグ遮蔽部材１１０を支持する
ための一対の支持部８６が形成される。一対の支持部８６は、プラグインシュレータ８０
の左右両縁部同士で点対称な配置となっている。一対の支持部８６は、各縁部において、
一方の前後方向の長さが他方の前後方向の長さに比べて短くなるように形成される。また
、一対の支持部８６全体の前後幅は、各縁部において、環状壁８２の前後幅よりも大きい
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。
【００５０】
　各プラグコンタクト９０は、銅合金（例えば、リン青銅、ベリリウム銅、若しくはチタ
ン銅）又はコルソン系銅合金の薄板を順送金型（スタンピング）を用いて図示形状に成形
加工したものである（図１７参照）。各プラグコンタクト９０の表面には、ニッケルメッ
キで下地を形成した後に、金又は錫などによるメッキが施されている。
【００５１】
　プラグコンタクト９０は、略Ｌ字状に外側に延出する実装部９１を具備する。また、プ
ラグコンタクト９０は、実装部９１の内側端部の上方から連続し、内側に向いて形成され
る接触部９２（第２接触部）と、接触部９２から外側に向かって略Ｕ字状に延出する延出
部９３と、を具備する。プラグコンタクト９０は、接触部９２の上部に形成されるプラグ
突起９４と、延出部９３の上面に形成される誘い込み部９５と、をさらに具備する。
【００５２】
　延出部９３の略Ｕ字の先端は接触部９２と同程度の高さ位置に形成される。
【００５３】
　各プラグコンタクト９０は、実装部９１の先端を除いた他の部分の内面全体とコンタク
ト保持溝８４とが接面することにより、各コンタクト保持溝８４に対して保持される（図
１８参照）。プラグコンタクト９０がプラグインシュレータ８０（コンタクト保持溝８４
）に保持されると、各プラグコンタクト９０の実装部９１は、環状壁８２の外周側に位置
する。すなわち、各プラグコンタクト９０の実装部９１の先端は、環状壁８２よりも外側
に位置する。
【００５４】
　プラグ電源コンタクト１００は、略Ｌ字状に外側に延出する実装部１０１を具備する（
図１９参照）。また、プラグ電源コンタクト１００は、実装部１０１の内側端部の上方か
ら連続し、内側に向かって略Ｕ字状に延出する延出部１０２と、延出部１０２の外面にお
いて内側に向いて形成される接触部１０３と、を具備する。プラグ電源コンタクト１００
は、延出部１０２の外側部分の左右両側面から突出する係止部１０４と、延出部１０２の
上面に形成される誘い込み部１０５と、延出部１０２の外面において外側に向いて突出す
る第１突起１０６と、接触部１０３の上部に形成される第２突起１０７と、をさらに具備
する。また、プラグ電源コンタクト１００は、延出部１０２の略Ｕ字の先端に形成される
スタビライザ１０８をさらに具備する。
【００５５】
　各プラグ電源コンタクト１００は、プラグ成形品７５の上方から圧入され、電源コンタ
クト取付溝８５の外側の溝部と係止部１０４とが係止することで、各電源コンタクト取付
溝８５に対して保持される（図１４、図１６、図２０参照）。プラグ電源コンタクト１０
０がプラグ成形品７５（電源コンタクト取付溝８５）に保持されると、各プラグ電源コン
タクト１００の実装部１０１は、環状壁８２の外周側に位置する。すなわち、各プラグ電
源コンタクト１００の実装部１０１の先端は、環状壁８２よりも外側に位置する。また、
各プラグ電源コンタクト１００のスタビライザ１０８は、電源コンタクト取付溝８５の内
側の最深部に係合する（図２０参照）。
【００５６】
　前後一対のプラグ遮蔽部材１１０は、互いに同一形状の同一部品である（図２１参照）
。各プラグ遮蔽部材１１０は金属板（導電性材料）をプレス成形したものである。各プラ
グ遮蔽部材１１０は、その外面により構成され、左右方向に延びる平板状の外周側遮蔽部
１１１（第２外周側遮蔽部）を具備している。外周側遮蔽部１１１の内側には、外周側遮
蔽部１１１と平行な平板からなる内周側遮蔽部１１２が位置している。内周側遮蔽部１１
２の左右幅は、外周側遮蔽部１１１より短く、かつ、内周側遮蔽部１１２の下縁部は、外
周側遮蔽部１１１の下縁部より上方に位置している（図１８、図２０、図２１参照）。プ
ラグ遮蔽部材１１０は、内周側遮蔽部１１２の上縁部と外周側遮蔽部１１１の上縁部とを
接続する湾曲接続部１１３を具備する。湾曲接続部１１３の断面形状は、上側に向かって
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凸の湾曲形状である。外周側遮蔽部１１１と、内周側遮蔽部１１２と、湾曲接続部１１３
とは、略Ｕ字状に屈曲する屈曲部１１４を構成する。屈曲部１１４は、プラグ成形品７５
側に向けて形成される。
【００５７】
　プラグ遮蔽部材１１０は、外周側遮蔽部１１１の下端部に形成され、各々が所定間隔で
離間する複数の実装部１１５（第２実装部）を具備する。実装部１１５は、外周側遮蔽部
１１１の下端部から上下方向（第１コネクタと第２コネクタとの嵌合方向）に直線状に延
出する。
【００５８】
　プラグ遮蔽部材１１０は、外側の左右両端部に凹設される係合部１１６（第２係合部）
を具備する（図２１参照）。係合部１１６の位置は、リセプタクル遮蔽部材６０の係合部
６６の位置に対応する。係合部１１６は、外周側遮蔽部１１１の外側の左右両端部におい
て、凹み状に一対形成される。プラグ遮蔽部材１１０は、外周側遮蔽部１１１の左右両端
部からプラグインシュレータ８０側に向かって延在する一対の短手部１１７を有する。対
向する短手部１１７の前後方向における長さは、非対称である。より具体的には、対向す
る短手部１１７のうち、一方の短手部１１７の前後方向の長さは、他方の短手部１１７の
前後方向の長さに比べて短い。対向する短手部１１７のうち、前後方向の長さがより長い
短手部１１７の前後幅は、プラグコネクタ７０全体の前後幅の半分よりも大きい。一対の
短手部１１７には、それぞれ取付部１１８が形成される。取付部１１８は、断面視におい
て略コ字状である。すなわち、取付部１１８は、左右両側面と上面との３面により構成さ
れる。一対の取付部１１８のうち、一方の取付部１１８の前後方向の長さは、他方の取付
部１１８の前後方向の長さに比べて短い。また、取付部１１８の上縁部は、Ｒ形状となっ
ている。
【００５９】
　各プラグ遮蔽部材１１０は、一対の取付部１１８と支持部８６とが上方より係止するこ
とにより、プラグ成形品７５に対して保持される（図１４、図１８、図２０参照）。プラ
グ遮蔽部材１１０がプラグ成形品７５に保持されると、プラグ遮蔽部材１１０の一部は、
プラグインシュレータ８０と離間する。より具体的には、環状壁８２と、内周側遮蔽部１
１２とが、前後方向に離間する。すなわち、環状壁８２と、内周側遮蔽部１１２との間に
は、左右方向にわたる空隙Ｓ２が形成される。この時、プラグコンタクト９０の実装部９
１の先端及びプラグ電源コンタクト１００の実装部１０１の先端は、空隙Ｓ２において、
上下方向（第１コネクタと第２コネクタとの嵌合方向）からそれぞれ視認可能である（図
１５）。
【００６０】
　また、プラグ遮蔽部材１１０の遮蔽構造は、前後左右方向に沿った二重構造である。よ
り具体的には、その遮蔽構造は、平板状の外周側遮蔽部１１１と内周側遮蔽部１１２との
左右方向に沿った二重構造を含む。同様に、その遮蔽構造は、取付部１１８の左右両側面
による前後方向に沿った二重構造を含む。
【００６１】
　以上構造のプラグコネクタ７０は、回路基板ＣＢ１と平行な板材である回路基板ＣＢ２
（リジッド基板。第２回路基板。図１８、図２０参照）の一方の面に形成した実装面に実
装される。具体的には、各プラグコンタクト９０の実装部９１を、回路基板ＣＢ２の実装
面に形成された回路パターンに対してはんだ付けし、かつ、各プラグ電源コンタクト１０
０の実装部１０１を、当該実装面に形成された電源パターンに対してはんだ付けする。ま
た、プラグ遮蔽部材１１０の各実装部１１５を、当該実装面に形成された接地パターンに
対してはんだ付けする。回路基板ＣＢ２の実装面には、プラグコネクタ７０とは別の電子
部品（例えば、高機能用モジュール、半導体、又は大容量メモリ等）が実装される。
【００６２】
　続いて、リセプタクルコネクタ２０に対してプラグコネクタ７０を接続する要領につい
て説明する。
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【００６３】
　図２２は、図１のコネクタ１０を、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０と
が嵌合した状態で上面視により示した斜視図である。図２３は、リセプタクルコネクタ２
０とプラグコネクタ７０との嵌合時の様子を、図２２のXXIII－XXIII矢線に沿って示した
断面図である。図２３（ａ）は、嵌合前の様子を示し、図２３（ｂ）は、嵌合後の様子を
示す。図２４は、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０との嵌合時の様子を、
図２２のXXIV－XXIV矢線に沿って示した断面図である。図２４（ａ）は、嵌合前の様子を
示し、図２４（ｂ）は、嵌合後の様子を示す。
【００６４】
　初めに、図１、図２３（ａ）、及び図２４（ａ）に示すように、プラグコネクタ７０の
上下方向の向きを逆にした状態で、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０との
前後位置及び左右位置を略一致させながら、互いを上下方向に対向させる。そして、プラ
グコネクタ７０を下方に移動させる。この時、互いの位置が例えば前後方向に多少ずれて
いても、上述のとおり、外周側遮蔽部６１の上縁部は、リセプタクルインシュレータ３０
の外周壁３２及び嵌合凸部３３の上面よりもわずかに上方に位置しているため、プラグ遮
蔽部材１１０の湾曲接続部１１３と最初に当接する。これにより、プラグコネクタ７０が
リセプタクルコネクタ２０内に誘い込まれる。同様に、互いの位置が例えば左右方向に多
少ずれていても、プラグ遮蔽部材１１０の取付部１１８の下縁部と、同じくＲ形状である
、リセプタクル遮蔽部材６０の取付部６８の上縁部とが接触して、前者が後者によって誘
い込まれる。
【００６５】
　一方で、例えば、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０との位置が左右方向
にずれている場合、上述のとおり、リセプタクルコネクタ２０の取付部６８は、プラグコ
ネクタ７０の取付部１１８と当接する。従って、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネ
クタ７０とは、嵌合しない。このような場合に、各コネクタ同士を無理に嵌合しようとし
ても、取付部６８及び取付部１１８のそれぞれの金属平面が互いに当接する。従って、コ
ネクタ１０は、リセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０の破損を防止できる。
【００６６】
　プラグコネクタ７０をさらに下方へと移動させると、互いの位置が例えば前後方向に多
少ずれていても、プラグコンタクト９０の誘い込み部９５及びプラグ電源コンタクト１０
０の誘い込み部１０５を含む前壁８２ａ及び後壁８２ｂの下端面が、外周壁３２の内縁部
と接触することによって、前壁８２ａ及び後壁８２ｂが嵌合凹部３４に侵入する。すなわ
ち、プラグコンタクト９０の誘い込み部９５及びプラグ電源コンタクト１００の誘い込み
部１０５が、嵌合凹部３４内に侵入する（図２３、図２４参照）。プラグコネクタ７０を
さらに下方へと移動させると、リセプタクル遮蔽部材６０の誘い込み部６４によって、プ
ラグ遮蔽部材１１０の屈曲部１１４が下方へと案内される。
【００６７】
　この時、プラグコンタクト９０のプラグ突起９４とリセプタクルコンタクト４０の接触
部４５とが接触し、プラグ突起９４が、弾性接触片４４を変形許容溝３５ａ内において内
側に弾性変形させる。そして、プラグ突起９４が下方に移動しながら接触部４５を乗り越
えて、接触部９２と接触部４５とが接触する。プラグコンタクト９０とリセプタクルコン
タクト４０との接触は、接触部９２と接触部４５との接触による一点のみである。より詳
細には、接触部４５のうち湾曲部４３側に最も突出している部分と接触部９２の対応する
部分とが、１つの接点を構成する。以上により、プラグコンタクト９０及びリセプタクル
コンタクト４０を介して、回路基板ＣＢ２と回路基板ＣＢ１とが電気的に導通可能になる
。
【００６８】
　同様に、プラグ電源コンタクト１００の第１突起１０６及び第２突起１０７が、突起５
６と接触部５５との間隔を押し広げるように弾性接触片５４を弾性変形させる。そして、
第１突起１０６及び第２突起１０７が下方に移動しながら、突起５６及び接触部５５をそ
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れぞれ乗り越える。その後、第１突起１０６と突起５６とが係合し、接触部１０３と接触
部５５とが接触する。プラグ電源コンタクト１００とリセプタクル電源コンタクト５０と
の接触は、第１突起１０６と突起５６との係合、及び接触部１０３と接触部５５との接触
による二点である。以上により、プラグ電源コンタクト１００及びリセプタクル電源コン
タクト５０を介して、回路基板ＣＢ２及び回路基板ＣＢ１の双方への電源供給が可能にな
る。
【００６９】
　この時、嵌合凹部８３が嵌合凸部３３に嵌合し、環状壁８２の前壁８２ａ及び後壁８２
ｂが嵌合凹部３４にそれぞれ嵌合する（図２２、図２３（ｂ）、図２４（ｂ））。また、
プラグ遮蔽部材１１０が、対応するリセプタクル遮蔽部材６０と嵌合する。より具体的に
は、プラグ遮蔽部材１１０とリセプタクル遮蔽部材６０との嵌合時に、屈曲部１１４が、
弾性変形部６２によって受け入れられる。この時、プラグ遮蔽部材１１０の外周側遮蔽部
１１１と、リセプタクル遮蔽部材６０の外周側遮蔽部６１との間に空隙が形成される。ま
た、屈曲部１１４と弾性変形部６２とが、断面視において内側の一点で接触する。より具
体的には、内周側遮蔽部１１２と弾性変形部６２の上縁部とが、断面視において内側の一
点で接触する。
【００７０】
　さらに、プラグ遮蔽部材１１０の係合部１１６とリセプタクル遮蔽部材６０の係合部６
６とが係合する。
【００７１】
　以上により、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０とは、完全に接続される
。
【００７２】
　この時、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０は、互いに嵌合した状態
で、それぞれの一部がリセプタクルインシュレータ３０及びプラグインシュレータ８０と
離間するように構成される。より具体的には、弾性変形部６２及び誘い込み部６４は、外
周壁３２と環状壁８２とに対して、前後方向に離間する。また、内周側遮蔽部１１２は、
外周壁３２と環状壁８２とに対して、前後方向に離間する。
【００７３】
　さらに、一対のリセプタクル遮蔽部材６０間の空隙の位置と一対のプラグ遮蔽部材１１
０間の空隙の位置とが、短手方向に異なっている（図２２参照）。より具体的には、一対
のリセプタクル遮蔽部材６０によって左右両端部に形成される前後方向の空隙が、一対の
プラグ遮蔽部材１１０によって左右両端部に形成される前後方向の空隙と重畳しない。す
なわち、接続されたリセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０の内部は、一対の
リセプタクル遮蔽部材６０及び一対のプラグ遮蔽部材１１０によって、完全に囲繞される
。
【００７４】
　以上のようなコネクタ１０は、低背化した状態であっても、リセプタクル遮蔽部材６０
及びプラグ遮蔽部材１１０を確実に接触させることが可能である。これにより、コネクタ
１０は、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０によって構成される遮蔽構
造の剛性を向上できる。また、コネクタ１０は、プラグ遮蔽部材１１０が屈曲部１１４を
有することでプラグ遮蔽部材１１０自体の剛性を向上できる。これにより、コネクタ１０
は、嵌合作業時又は実装時の反り、撓み、及び破損を防止できる。さらに、リセプタクル
遮蔽部材６０が弾性変形部６２及び誘い込み部６４を有することにより、プラグ遮蔽部材
１１０とリセプタクル遮蔽部材６０との嵌合性をより向上できる。
【００７５】
　コネクタ１０は、嵌合時に外周側遮蔽部６１と外周側遮蔽部１１１との間に空隙が形成
されることで、リセプタクル遮蔽部材６０又はプラグ遮蔽部材１１０の微小な位置ずれ及
び撓みを許容することができる。すなわち、コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０
とプラグ遮蔽部材１１０との嵌合時に上記の位置ずれ及び撓みによって与えられる、リセ
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プタクルコンタクト４０とプラグコンタクト９０との嵌合への影響を抑制できる。
【００７６】
　コネクタ１０は、係合部６６と係合部１１６とが係合することにより、リセプタクルコ
ネクタ２０とプラグコネクタ７０との接続を強固にできる。
【００７７】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０が複数の貫通孔６３を有することで、低背
化されたとしても弾性変形部６２のばね長さを長くすることができる。すなわち、弾性変
形部６２を追従性に優れ塑性変形し難いものとすることができる。これにより、コネクタ
１０は、弾性変形部６２の弾性変形を容易にし、リセプタクル遮蔽部材６０とプラグ遮蔽
部材１１０との嵌合性を向上するとともに破損防止を実現できる。また、コネクタ１０は
、複数の貫通孔６３により、実装部６５を配置する空間を確保することができる。
【００７８】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０が実装部６５を有することで、はんだ付け
によりリセプタクル遮蔽部材６０と回路基板ＣＢ１の接地パターンとを導通させることが
できる。同様に、コネクタ１０は、プラグ遮蔽部材１１０が実装部１１５を有することで
、はんだ付けによりプラグ遮蔽部材１１０と回路基板ＣＢ２の接地パターンとを導通させ
ることができる。これにより、コネクタ１０は、リセプタクルコンタクト４０及びプラグ
コンタクト９０などに外部ノイズが入ったり、リセプタクルコンタクト４０及びプラグコ
ンタクト９０などからのノイズが外部に漏れたりするのを効果的に防止できる。
【００７９】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０の実装部６５が内側に延出することで、実
装部６５自体もリセプタクル遮蔽部材６０の内部に配置できる。これにより、コネクタ１
０は、ノイズを効果的に遮蔽することができる。
【００８０】
　コネクタ１０は、プラグ遮蔽部材１１０の実装部１１５が直線状に延出することで、リ
セプタクル遮蔽部材６０とプラグ遮蔽部材１１０との嵌合時に、リセプタクル遮蔽部材６
０の上縁部を回路基板ＣＢ２に可能な限り近接させることができる。これにより、コネク
タ１０は、ノイズの遮蔽効果を高めることができる。
【００８１】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０の一部及びプラグ遮蔽部材１１０の一部が
リセプタクルインシュレータ３０及びプラグインシュレータ８０の双方と離間することで
、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０の内部にリセプタクルコンタクト
４０及びプラグコンタクト９０などを配置できる。従って、コネクタ１０は、ノイズの遮
蔽効果を高めることができる。
【００８２】
　コネクタ１０は、弾性変形部６２と屈曲部１１４とが一点で接触することで、ノイズの
流れを乱すことなく接地パターンへと導くことができる。これにより、コネクタ１０は、
ノイズの遮蔽効果を高めることができる。また、上述のとおり、コネクタ１０は、嵌合時
に外周側遮蔽部６１と外周側遮蔽部１１１との間に空隙が形成されることで、位置ずれ及
び撓みによって与えられる、リセプタクルコンタクト４０とプラグコンタクト９０との嵌
合への影響を抑制できる。
【００８３】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０の各々の対向す
る短手部の長さが非対称であり、一対のリセプタクル遮蔽部材６０及び一対のプラグ遮蔽
部材１１０によって外周に空隙を作ることなく内側の構成部を完全に囲繞するので、ノイ
ズの遮蔽効果を高めることができる。このように、コネクタ１０は、十分なノイズ遮蔽効
果を得ることが可能である。
【００８４】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０の外側が平板状の外周側遮蔽部６１によっ
て構成されることで、外部からのノイズを平面で受けることができる。同様に、コネクタ
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１０は、プラグ遮蔽部材１１０の外側が平板状の外周側遮蔽部１１１によって構成される
ことで、外部からのノイズを平面で受けることができる。すなわち、コネクタ１０は、外
面が複雑な形状で構成される場合に比べて、ノイズの遮蔽効果をより安定させることがで
きる。
【００８５】
　コネクタ１０は、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０の前後左右方向
に沿った構造がそれぞれ二重構造となることで、ノイズの遮蔽効果を向上できる。
【００８６】
　コネクタ１０は、嵌合時にプラグ遮蔽部材１１０がリセプタクル遮蔽部材６０と初めに
接触することで、プラグコンタクト９０及びリセプタクルコンタクト４０の破損を防止で
きる。同様に、コネクタ１０は、プラグインシュレータ８０及びリセプタクルインシュレ
ータ３０の破損も防止できる。
【００８７】
　コネクタ１０は、取付部６８の上端部と取付部１１８の上端部とがＲ形状をなし、誘い
込みの機能が実現することで、嵌合性を向上できる。
【００８８】
　コネクタ１０は、取付部６８及び取付部１１８が断面視において略コ字状となることで
、リセプタクルインシュレータ３０及びプラグインシュレータ８０の対応する部分を３方
向より保護し、嵌合時の各インシュレータの破損を防止できる。
【００８９】
　コネクタ１０は、低背化した状態であっても、回路基板ＣＢ１及びＣＢ２への実装の確
認を容易とする。すなわち、作業者は、リセプタクルコンタクト４０の実装部４１、リセ
プタクル電源コンタクト５０の実装部５１、及びリセプタクル遮蔽部材６０の実装部６５
を上下方向から視認可能であることにより、はんだ付けが正確に行われているか否かを容
易に検査することができる。同様に、作業者は、プラグコンタクト９０の実装部９１及び
プラグ電源コンタクト１００の実装部１０１を上下方向から視認可能であることにより、
はんだ付けが正確に行われているかを容易に検査することができる。
【００９０】
　コネクタ１０は、プラグコンタクト９０及びプラグ電源コンタクト１００がそれぞれ誘
い込み部９５及び誘い込み部１０５を有することで、嵌合性を向上できる。また、コネク
タ１０は、スタビライザ１０８を有することで、プラグ電源コンタクト１００のプラグ成
形品７５からのめくれを防止し、プラグ成形品７５への保持後の動きを規制できる。
【００９１】
　コネクタ１０は、プラグ電源コンタクト１００がリセプタクル電源コンタクト５０と二
点で接触し、挟持されることによって、リセプタクルコネクタ２０とプラグコネクタ７０
との嵌合時の保持力を向上できる。さらに、コネクタ１０は、プラグ突起９４、第１突起
１０６、及び第２突起１０７がプラグコネクタ７０の抜去方向における乗り越え壁の役割
を果たすことで、抜止作用を実現できる。換言すると、コネクタ１０は、嵌合時の保持力
を向上できる。
【００９２】
　また、コネクタ１０は、プラグ突起９４、第１突起１０６、及び第２突起１０７によっ
て、嵌合時に作業者に対してクリック感を与えることができる。すなわち、コネクタ１０
は、作業性の向上に寄与する。
【００９３】
　コネクタ１０は、コンタクト係合突起３５ｂがリセプタクルコンタクト４０の一対の係
止部４２の間に位置することで、組立時又は使用時のリセプタクルコンタクト４０の前後
方向への回転を抑止することができる。すなわち、コネクタ１０は、リセプタクルコンタ
クト４０のリセプタクルインシュレータ３０に対する保持位置の精度を向上できる。
【００９４】
　同様に、コネクタ１０は、電源コンタクト係合突起３６ｂがリセプタクル電源コンタク
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ト５０の一対の係止部５２の間に位置することで、組立時又は使用時のリセプタクル電源
コンタクト５０の前後方向への回転を抑止することができる。すなわち、コネクタ１０は
、リセプタクル電源コンタクト５０のリセプタクルインシュレータ３０に対する保持位置
の精度を向上できる。
【００９５】
　リセプタクルコンタクト４０及びプラグコンタクト９０は、コネクタ１０が低背化した
状態であっても、高周波信号に対する良好な伝送特性を得ることが可能である。
【００９６】
　すなわち、リセプタクルコンタクト４０は、湾曲部４３の高さが接触部４５の高さより
も低くなることで、嵌合時に湾曲部４３と実装部９１との間の離間距離を大きくすること
ができる。これにより、リセプタクルコンタクト４０は、プラグコンタクト９０との電気
的結合を抑止できるためクロストークを抑制できる。
【００９７】
　リセプタクルコンタクト４０は、弾性接触片４４が湾曲部４３よりも幅広であることで
、高周波信号に対する伝送特性を向上できる。さらに、リセプタクルコンタクト４０は、
弾性接触片４４の先端位置が接触部４５の高さ位置と同程度であるように構成されること
で、同様に高周波信号に対する伝送特性を向上できる。
【００９８】
　プラグコンタクト９０は、延出部９３の略Ｕ字の先端位置が接触部９２の高さ位置と同
程度であるように構成されることでスタブ成分を低下でき、高周波信号に対する伝送特性
を向上できる。
【００９９】
　プラグコンタクト９０及びリセプタクルコンタクト４０は、嵌合時に一点のみで互いに
接触することで、高周波信号に対する電流の乱れを抑制し、伝送特性を向上できる。
【０１００】
　以上により、回路基板ＣＢ１に実装した上記電子部品（例えば、ＣＰＵ、コントローラ
、又はメモリ等）と回路基板ＣＢ２に実装した上記電子部品（例えば、高機能用モジュー
ル、半導体、又は大容量メモリ等）との間における伝送特性の良好な高速通信が可能にな
る。
【０１０１】
　本発明は、その精神又はその本質的な特徴から離れることなく、上述した実施形態以外
の他の所定の形態で実現できることは当業者にとって明白である。従って、先の記述は例
示的なものであり、これに限定されるものではない。発明の範囲は、先の記述によってで
はなく、付加した請求項によって定義される。あらゆる変更のうちその均等の範囲内にあ
るいくつかの変更は、その中に包含されるものとする。
【０１０２】
　例えば、リセプタクルコネクタ２０及びプラグコネクタ７０との間で、各遮蔽部材の構
造が入れ替わってもよい。
【０１０３】
　また、係合部６６が凹み状に形成され、係合部１１６が爪状に形成されてもよい。
【０１０４】
　また、コネクタ１０は、プラグ遮蔽部材１１０から外周側遮蔽部１１１及び内周側遮蔽
部１１２の一方を省略してもよい。一方で、コネクタ１０は、外周側遮蔽部１１１及び内
周側遮蔽部１１２とは別の遮蔽部を１つ以上、外周側遮蔽部１１１及び内周側遮蔽部１１
２と前後方向に並べて設けてもよい。同様に、コネクタ１０は、外周側遮蔽部６１とは別
の遮蔽部を１つ以上、外周側遮蔽部６１と前後方向に並べて設けてもよい。
【０１０５】
　また、リセプタクル遮蔽部材６０及びプラグ遮蔽部材１１０の基材を樹脂により構成し
、当該基材（樹脂）の表面を導電性材料によりめっき又はコーティングしてもよい。
【符号の説明】
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【０１０６】
１０　　コネクタ
２０　　リセプタクルコネクタ（第１コネクタ）
３０　　リセプタクルインシュレータ（第１インシュレータ）
３１　　底板部
３２　　外周壁
３２ａ　前壁
３２ｂ　後壁
３３　　嵌合凸部
３４　　嵌合凹部
３５　　コンタクト取付溝
３５ａ　変形許容溝
３５ｂ　コンタクト係合突起
３６　　電源コンタクト取付溝
３６ａ　変形許容溝
３６ｂ　電源コンタクト係合突起
３７　　支持部
４０　　リセプタクルコンタクト（コンタクト）
４１　　実装部
４２　　係止部
４３　　湾曲部
４４　　弾性接触片
４５　　接触部（第１接触部）
５０　　リセプタクル電源コンタクト
５１　　実装部
５２　　係止部
５３　　湾曲部
５４　　弾性接触片
５５　　接触部
５６　　突起
６０　　リセプタクル遮蔽部材（第１遮蔽部材）
６１　　外周側遮蔽部（第１外周側遮蔽部）
６２　　弾性変形部
６３　　貫通孔
６４　　誘い込み部
６５　　実装部（第１実装部）
６６　　係合部（第１係合部）
６７　　短手部
６８　　取付部
７０　　プラグコネクタ（第２コネクタ）
７５　　プラグ成形品
８０　　プラグインシュレータ（第２インシュレータ）
８１　　底板部
８２　　環状壁
８２ａ　前壁
８２ｂ　後壁
８３　　嵌合凹部
８４　　コンタクト保持溝
８５　　電源コンタクト取付溝
８６　　支持部



(18) JP 2018-22631 A 2018.2.8

10

20

９０　　プラグコンタクト（コンタクト）
９１　　実装部
９２　　接触部（第２接触部）
９３　　延出部
９４　　プラグ突起
９５　　誘い込み部
１００　プラグ電源コンタクト
１０１　実装部
１０２　延出部
１０３　接触部
１０４　係止部
１０５　誘い込み部
１０６　第１突起
１０７　第２突起
１０８　スタビライザ
１１０　プラグ遮蔽部材（第２遮蔽部材）
１１１　外周側遮蔽部（第２外周側遮蔽部）
１１２　内周側遮蔽部
１１３　湾曲接続部
１１４　屈曲部
１１５　実装部（第２実装部）
１１６　係合部（第２係合部）
１１７　短手部
１１８　取付部
ＣＢ１　回路基板（第１回路基板）
ＣＢ２　回路基板（第２回路基板）
Ｓ１　　空隙
Ｓ２　　空隙
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月15日(2016.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する一対の外周壁と、当該一対の外周壁の間に形成される嵌合凸部と、を有する第
１インシュレータ、及び
　前記第１インシュレータに保持された第１遮蔽部材、
　を具備する第１コネクタと、
　前記嵌合凸部に嵌合する嵌合凹部を有する第２インシュレータ、及び
　前記第２インシュレータに保持された第２遮蔽部材、
　を具備する第２コネクタと、
　を備え、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１遮蔽部材及び前記第２遮
蔽部材のいずれか一方の一部は、他方の辺に沿って設けられる二重構造の内部に位置する
、
　コネクタ。
【請求項２】
　前記第２遮蔽部材は、略Ｕ字状に屈曲する屈曲部を有し、
　前記第１遮蔽部材は、前記第２遮蔽部材との嵌合時に、前記屈曲部を受け入れる弾性変
形部を有する、
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記第１遮蔽部材は、外面により構成される第１外周側遮蔽部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、外面により構成される第２外周側遮蔽部を有し、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１外周側遮蔽部と前記第２
外周側遮蔽部との間に、空隙が形成される、
　請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記第１遮蔽部材は、内側端部に第１係合部を有し、
　前記第２遮蔽部材は、前記内側端部に対応する位置に第２係合部を有し、
　前記第１係合部と前記第２係合部とは、前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合
時に係合する、
　請求項２又は３に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部の先端から、第１インシュレータの内側に向かっ
て傾斜するように突設される誘い込み部を有する、
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記第１遮蔽部材は、前記弾性変形部を貫通し、各々が所定間隔で離間する複数の貫通
孔を有する、
　請求項２乃至５のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記第１遮蔽部材は、前記第１外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第１実装部を有する、
　請求項３に記載のコネクタ。
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【請求項８】
　前記第１実装部は、前記第１外周側遮蔽部の前記端部から略Ｌ字状に内側に延出する、
　請求項７に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記第２遮蔽部材は、前記第２外周側遮蔽部の端部に形成され、各々が所定間隔で離間
する複数の第２実装部を有する、
　請求項３に記載のコネクタ。
【請求項１０】
　前記第２実装部は、前記第２外周側遮蔽部の前記端部から嵌合方向に直線状に延出する
、
　請求項９に記載のコネクタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、第１の観点に係るコネクタは、
　対向する一対の外周壁と、当該一対の外周壁の間に形成される嵌合凸部と、を有する第
１インシュレータ、及び
　前記第１インシュレータに保持された第１遮蔽部材、
　を具備する第１コネクタと、
　前記嵌合凸部に嵌合する嵌合凹部を有する第２インシュレータ、及び
　前記第２インシュレータに保持された第２遮蔽部材、
　を具備する第２コネクタと、
　を備え、
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとの嵌合時に、前記第１遮蔽部材及び前記第２遮
蔽部材のいずれか一方の一部は、他方の辺に沿って設けられる二重構造の内部に位置する
。
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